
河
内
国
守
護
畠
山
氏
に
お
け
る
守
護
代
と
奉
行
人

川

岡
　
　
　
　
　
勉

　
（
日
本
史
学
研
究
室
）

は
じ
め
に

　
室
町
幕
府
i
守
護
体
制
を
基
軸
に
展
開
し
て
き
た
中
世
後
期
の
権
力
支
配
の
あ
り

方
が
、
戦
国
の
動
乱
が
激
化
す
る
中
で
ど
の
よ
う
な
変
質
を
遂
げ
る
か
、
こ
の
こ
と

を
見
定
め
る
こ
と
は
戦
国
期
社
会
の
評
価
に
か
か
わ
る
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
こ
の

点
に
関
連
し
て
、
毛
利
氏
な
ど
の
国
人
領
主
権
力
に
お
い
て
は
、
戦
国
期
に
な
る
と

家
臣
の
自
立
性
を
剥
奪
し
て
家
中
支
配
が
強
化
さ
れ
、
強
力
な
家
中
軍
隊
を
基
盤
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
る
戦
国
期
権
力
へ
と
脱
皮
し
て
い
く
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
守
護
権
力
に
関
し
て
は
、
戦
国
期
へ
の
権
力
的
転
回
の
実
態
が
十
分
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
本
稿
は
こ
の
点
を
解
明
す
る
一
環
と
し
て
、
室
町

幕
府
一
守
護
体
制
の
中
枢
に
い
た
河
内
国
守
護
畠
山
氏
を
取
り
上
げ
、
そ
の
権
力
構

造
の
変
質
を
、
と
く
に
家
臣
団
の
編
成
か
ら
読
み
取
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
畠
山
氏
は
、
一
四
世
紀
の
末
に
畠
山
七
曲
が
初
め
て
管
領
職
に
就
任
し
て
以
来
、

三
管
領
家
の
一
つ
と
し
て
幕
政
の
中
枢
を
担
っ
て
活
動
し
て
い
く
。
基
国
の
跡
を
継

い
だ
満
家
と
そ
の
子
持
国
の
時
代
に
、
畠
山
氏
は
最
盛
期
を
迎
え
る
。
し
か
し
、
持

国
の
後
継
者
を
め
ぐ
る
抗
争
か
ら
畠
山
氏
は
分
裂
状
態
に
陥
り
、
一
五
世
紀
半
ば
以

降
、
長
期
に
わ
た
る
戦
乱
を
繰
り
広
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
戦
国
期
の
河
内
畠
山
氏
に
関
し
て
は
、
河
内
支
配
の
実
態
や
権
力
編
成
の
特
質
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ど
を
中
心
に
、
近
年
飛
躍
的
に
研
究
が
深
化
し
て
き
て
い
る
。
本
稿
で
は
最
近
の
研

究
成
果
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
両
畠
山
氏
を
対
比
し
つ
つ
、
室
町
期
か
ら
戦
国
期
に
か

け
て
権
力
編
成
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
く

こ
と
に
し
た
い
。

室
町
期
の
畠
山
氏
権
力

　
本
節
で
は
、
室
町
期
の
畠
山
氏
権
力
は
ど
の
よ
う
な
家
臣
団
に
支
え
ら
れ
て
い
た

か
を
、
残
さ
れ
た
史
料
か
ら
探
っ
て
み
よ
う
。

　
明
徳
三
（
一
三
九
二
）
年
、
畠
山
基
国
が
侍
所
頭
人
と
し
て
相
国
寺
供
養
に
参
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

し
た
と
き
、
遊
佐
河
内
守
国
長
を
筆
頭
に
郎
等
三
十
騎
が
こ
れ
に
従
っ
た
。
三
十
騎

の
内
訳
は
、
斎
藤
氏
が
五
騎
、
遊
佐
氏
が
四
騎
、
神
保
氏
が
三
騎
と
つ
づ
き
、
三
宅
・

愼
島
島
が
各
二
騎
、
こ
の
ほ
か
に
誉
田
・
隅
田
・
椎
名
氏
ら
十
四
氏
が
各
一
騎
を
出

2
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し
て
い
る
。
そ
の
後
、
応
永
～
永
享
期
の
京
都
で
は
、
遊
佐
・
斎
藤
・
神
保
・
誉
田

氏
ら
、
五
・
六
名
の
有
力
被
官
人
が
畠
山
氏
の
手
足
と
な
っ
て
活
動
し
て
い
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　

が
知
ら
れ
る
。
中
で
も
遊
佐
河
内
守
国
盛
と
斎
藤
因
幡
守
の
二
人
は
、
応
永
末
年
か

ら
永
享
初
年
に
か
け
て
そ
の
名
が
頻
出
し
、
管
領
畠
山
満
家
の
両
使
と
し
て
幕
閣
の

問
の
連
絡
や
意
見
調
整
に
当
た
っ
て
い
た
。
こ
の
う
ち
遊
佐
国
盛
は
父
馬
長
以
来
河

内
国
守
護
代
を
世
襲
し
た
人
物
で
あ
り
、
も
う
一
人
の
斎
藤
因
幡
守
も
遊
佐
氏
と
並

ぶ
最
有
力
家
臣
で
あ
る
。

　
永
享
十
三
（
一
四
四
一
）
年
正
月
二
十
九
日
、
畠
山
持
国
は
俄
か
に
将
軍
義
教
の

勘
気
を
こ
う
む
り
、
没
落
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
こ
れ
は
上
意
に
従
わ
な
い
守
護
に

厳
罰
を
も
っ
て
あ
た
る
義
教
の
政
治
姿
勢
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
が
、
持
国

と
義
教
の
関
係
悪
化
を
前
に
し
て
、
持
国
を
河
内
に
下
向
さ
せ
弟
持
永
に
家
督
を
継

承
さ
せ
る
こ
と
を
画
策
し
た
の
は
、
遊
佐
勘
解
由
左
衛
門
尉
国
政
と
斎
藤
因
幡
入
道

の
二
人
で
あ
っ
た
。
国
政
は
国
盛
の
子
息
で
河
内
国
守
護
代
を
継
い
で
い
た
人
物
と

み
ら
れ
、
斎
藤
氏
と
と
も
に
、
畠
山
氏
一
流
の
安
全
を
図
る
た
め
に
代
替
わ
り
を
は

か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
ま
も
な
く
嘉
吉
の
乱
で
義
教
が
暗
殺
さ
れ
る
と
、
持
永
に
与
し
て
い

た
被
宮
人
た
ち
は
ぞ
く
ぞ
く
と
持
国
の
も
と
に
走
っ
た
。
持
国
は
家
督
交
替
を
策
し

た
張
本
人
で
あ
る
遊
佐
と
斎
藤
を
憎
み
、
両
名
の
切
腹
を
求
め
た
。
孤
立
し
た
二
人

は
、
持
永
を
擁
し
た
ま
ま
没
落
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
幕
府
に
再
出
仕
し
た
持

国
は
、
ま
も
な
く
管
領
に
就
任
し
、
五
番
編
成
か
ら
な
る
被
官
人
を
供
奉
し
て
管
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

職
出
仕
始
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
の
と
き
の
顔
触
れ
は
、
一
番
が
遊
佐
弾
正
と
誉
田
三

河
、
二
番
が
遊
佐
蓮
門
と
誉
田
遠
江
入
道
子
息
、
三
番
が
斎
藤
六
郎
左
衛
門
尉
と
土

肥
、
四
番
が
立
田
右
京
亮
と
斎
藤
兵
庫
、
五
番
が
神
保
と
椎
名
次
郎
左
衛
門
尉
で
あ

る
。　

以
上
の
事
実
か
ら
、
室
町
期
に
お
い
て
は
、
河
内
守
護
代
の
遊
佐
氏
を
は
じ
め
、

斎
藤
・
神
保
・
誉
田
氏
ら
、
限
ら
れ
た
一
族
か
ら
出
た
家
臣
が
畠
由
氏
権
力
の
中
枢

を
占
め
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
、
畠
山
氏
の
家
督
の
存
立
は
、
将
軍

家
1
1
上
意
の
承
認
如
何
に
か
か
っ
て
い
る
と
と
も
に
、
遊
佐
氏
や
斎
藤
氏
を
は
じ
め

と
す
る
有
力
被
官
人
の
総
意
に
も
支
え
ら
れ
て
い
た
。
有
力
被
官
人
た
ち
は
、
と
き

に
家
督
を
交
替
さ
せ
て
ま
で
畠
山
氏
権
力
の
安
定
を
は
か
ろ
う
と
す
る
動
き
を
み
せ

た
の
で
あ
る
。

　
文
安
元
（
一
四
四
四
）
年
五
月
、
管
領
持
国
の
両
使
を
務
め
た
誉
田
備
前
入
道
・

隅
田
佐
渡
入
道
に
つ
い
て
、
「
両
人
者
、
管
領
中
当
時
評
定
衆
内
宿
老
也
」
と
記
さ

　
　
　
　
　
　

れ
て
い
る
。
誉
田
氏
の
台
頭
は
前
述
の
管
領
職
出
仕
始
に
お
け
る
被
官
人
構
成
か
ら

も
う
か
が
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
同
時
期
に
紀
伊
国
口
郡
の
守
護
代
を
務
め
た
老
に

誉
田
久
康
が
い
る
）
。
隅
田
佐
渡
入
道
も
宝
穂
二
（
一
四
五
〇
）
年
に
山
城
国
上
三

郡
の
守
護
代
に
就
任
し
た
人
物
で
、
彼
ら
守
護
代
ク
ラ
ス
の
有
力
被
官
人
が
宿
老
と

し
て
畠
山
氏
の
評
定
衆
を
主
導
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
室
町
・
戦
国
期
の
守
護
家
に
お
い
て
は
、
評
定
衆
と
呼
ば
れ
る
機
構
が
共
通
し
て

認
め
ら
れ
、
彼
ら
の
衆
議
が
守
護
家
当
主
の
動
き
を
規
制
し
て
い
た
。
義
教
暗
殺
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
動
揺
す
る
幕
政
を
主
導
し
て
「
近
日
、
畠
山
権
勢
無
双
也
」
と
表
現
さ
れ
た
持
国

の
権
力
も
、
彼
ら
守
護
代
ク
ラ
ス
の
有
力
家
臣
に
よ
る
衆
議
に
支
え
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

　
彼
ら
は
、
評
定
衆
に
名
を
連
ね
て
畠
山
氏
権
力
を
支
え
る
と
同
時
に
、
配
下
の
被

官
人
を
小
守
護
代
・
郡
代
な
ど
に
任
じ
て
分
国
経
営
を
担
当
さ
せ
た
。
遊
佐
河
内
守

家
が
代
々
守
護
代
を
務
め
た
河
内
の
場
合
、
遊
佐
氏
の
被
官
人
で
あ
る
草
部
・
菱

木
・
中
村
氏
ら
が
下
級
行
政
機
構
を
担
っ
た
。
な
お
、
草
部
氏
や
菱
木
氏
が
和
泉
国

出
身
者
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
室
町
期
の
河
内
支
配
に
お
い
て
河
内
出
身
者
の
登
用
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

少
な
く
、
今
谷
明
氏
は
そ
れ
こ
そ
が
室
町
期
的
守
護
支
配
の
特
徴
だ
と
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
家
臣
団
の
衆
議
は
相
互
の
対
立
関
係
を
内
包
し
て
お
り
、
単
純
に
一

元
的
な
ま
と
ま
り
を
示
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
守
護
家
の
被
官
人
た
ち
の
一
揆

的
構
造
を
指
摘
し
た
久
留
島
典
子
氏
は
、
彼
ら
が
一
面
で
強
い
求
心
性
を
も
っ
て
い

3
0



　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　

た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
主
家
が
何
ら
か
の
分
裂
を
み
せ
る
と
、

た
ち
ま
ち
そ
れ
を
契
機
と
し
た
被
官
人
の
分
裂
へ
と
結
果
し
、
両
派
の
抗
争
が
熾
烈

化
・
長
期
化
し
て
い
く
と
い
う
。
畠
山
氏
に
あ
っ
て
も
、
権
力
の
主
導
権
を
め
ぐ
る

抗
争
が
、
何
よ
り
も
畠
山
氏
の
家
督
紛
争
と
し
て
表
面
化
し
た
点
が
重
要
で
あ
る
。

　
周
知
の
通
り
、
畠
山
氏
分
裂
の
起
点
は
、
畠
山
持
国
の
後
継
者
を
め
ぐ
る
対
立
に

あ
る
。
も
と
も
と
持
国
の
跡
目
に
つ
い
て
は
、
そ
の
弟
至
仁
が
養
子
と
な
っ
て
畠
山

氏
を
相
続
す
る
こ
と
が
治
定
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
文
安
五
（
｝
四
四
八
）
年
十

一
月
に
、
持
国
は
石
清
水
八
幡
宮
の
社
僧
に
な
っ
て
い
た
十
二
才
の
実
子
を
召
出
し

て
元
服
さ
せ
、
畠
山
氏
の
惣
領
に
立
て
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
畠
山
義
就
（
は
じ
め

義
夏
）
で
あ
り
、
ま
も
な
く
持
国
か
ら
惣
跡
を
譲
与
さ
れ
、
将
軍
家
か
ら
安
堵
の
御

判
を
賜
っ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
享
徳
三
（
一
四
五
四
）
年
四
月
、
持
国
の
宿
所
で
家
人
ら
の
陰
謀
が

発
覚
し
た
。
「
遊
佐
・
神
保
・
土
肥
・
椎
名
、
叛
畠
山
伊
予
守
、
欲
執
立
同
名
弥
三

　
　
　
り
　

郎
成
総
」
と
あ
る
よ
う
に
、
持
国
の
病
を
機
に
家
人
ら
が
伊
予
守
（
義
就
）
の
排
斥

を
策
し
、
代
わ
り
に
暴
富
の
子
弥
三
郎
成
総
の
擁
立
を
は
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の

陰
謀
は
事
前
に
露
見
し
、
首
謀
者
と
み
ら
れ
る
神
保
父
子
が
遊
佐
国
樹
に
攻
め
ら
れ

て
討
死
し
た
ほ
か
、
土
肥
・
椎
名
氏
ら
十
七
人
が
没
落
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
畠
山
氏
の
分
裂
・
抗
争
を
論
じ
た
熱
田
公
氏
は
、
　
『
康
富
記
』
の
「
畠
山
被
官
人

　
　
　
　
　
　
　
ど

等
一
揆
背
伊
予
守
」
と
い
う
記
事
か
ら
、
こ
の
事
件
の
根
本
原
因
を
被
官
人
の
分
裂

と
抗
争
に
求
め
て
い
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
一
揆
参
加
者
の
中
に
は
、
当
時
の
畠
山

家
臣
団
の
主
流
派
と
思
わ
れ
る
人
々
は
見
出
せ
な
い
。
例
え
ば
、
山
城
下
五
郡
守
護

代
の
遊
佐
河
内
守
国
助
を
は
じ
め
、
山
城
国
上
三
郡
守
護
代
の
隅
田
佐
渡
入
道
、
河

内
国
守
護
代
の
西
方
国
衆
、
さ
ら
に
誉
田
氏
や
甲
斐
庄
氏
ら
は
、
む
し
ろ
一
貫
し
て

持
国
・
義
就
を
支
持
し
て
活
動
す
る
の
で
あ
る
。
逆
に
、
弥
三
郎
擁
立
を
策
し
た
神

保
・
遊
佐
・
土
肥
・
椎
名
氏
ら
は
、
熱
田
氏
の
言
う
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
越
中
と
深

い
か
か
わ
り
を
も
つ
被
官
人
で
あ
り
、
畠
山
氏
家
臣
団
に
お
い
て
は
反
主
流
派
と
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
事
件
は
神
保
氏
を
中
心
と
す
る
反
主
流

派
の
被
官
人
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
権
力
闘
争
と
い
う
色
彩
が
濃
厚
で
あ
る
。

　
但
し
、
こ
の
陰
謀
が
、
何
よ
り
も
義
就
を
排
斥
し
て
別
の
後
継
者
を
擁
立
す
る
動

き
と
し
て
表
面
化
し
た
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
淵
源
は
、
か
つ
て
持
国

に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
強
引
な
後
継
者
の
変
更
に
あ
り
、
こ
れ
に
対
す
る
反
発
が
家
臣

団
の
分
裂
を
引
き
起
こ
し
て
い
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
恐
ら
く
は
、
後
継
者

か
ら
は
ず
さ
れ
た
持
富
の
不
満
が
神
保
氏
を
中
心
と
す
る
被
官
人
グ
ル
ー
プ
と
結
び

つ
き
、
そ
れ
が
持
国
の
病
を
機
に
、
持
富
の
子
弥
三
郎
擁
立
の
陰
謀
と
な
っ
て
表
れ

た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
彼
ら
の
背
後
に
は
畠
山
氏
の
強
盛
を
喜
ば
な
い

細
川
勝
元
が
お
り
、
さ
ら
に
大
和
の
国
人
層
の
利
害
も
絡
ん
で
内
紛
が
長
期
化
し
て

い
く
の
で
あ
る
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
室
町
期
の
畠
山
氏
権
力
は
評
定
衆
を
構
成
す
る
有
力
被
官
人

の
衆
議
に
依
存
す
る
面
が
大
き
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
守
護
権
力
の
安
定
を
保
証

す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
逆
に
分
裂
を
生
み
出
す
要
因
と
も
な
り
え
た
。
畠
山

持
国
は
彼
ら
の
支
持
を
取
り
付
け
る
こ
と
に
細
心
の
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
後
継
者
を
強
引
に
交
替
さ
せ
た
こ
と
で
自
ら
分
裂
の
火
種
を
生
み

出
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

二
　
義
就
流
畠
山
氏
に
お
け
る
守
護
代
と
奉
行
人

　
両
畠
山
氏
の
抗
争
は
当
初
義
就
方
が
優
勢
で
あ
り
、
享
徳
四
（
一
四
五
五
）
年
の

河
内
合
戦
を
制
し
て
、
弥
三
郎
方
を
追
い
落
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
長
禄
四
（
一
四
六

〇
）
年
に
な
る
と
、
義
就
方
は
大
幅
な
勢
力
の
減
退
を
ぎ
た
す
。
こ
の
年
五
月
、
紀

伊
の
合
戦
で
守
護
代
遊
佐
豊
後
守
盛
久
・
神
保
近
江
入
道
父
子
・
木
沢
山
城
守
ら
七

〇
〇
余
人
が
戦
死
し
、
十
月
の
大
和
龍
田
の
合
戦
で
は
河
内
国
守
護
代
遊
佐
国
助
、

山
城
国
争
守
護
代
の
誉
田
金
宝
・
誉
田
祥
栄
ら
を
失
う
の
で
あ
る
。
義
就
方
の
有
力

3
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川
　
　
岡

勉

家
臣
が
軒
並
み
戦
死
を
遂
げ
た
こ
と
で
、
被
官
人
の
構
成
は
大
幅
に
変
化
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
あ
と
一
旦
吉
野
に
没
落
し
た
義
就
は
、
文
正
元
（
一
四
六
六
）
年
に
河
内
に

帰
還
し
、
そ
の
ま
ま
上
洛
し
て
応
仁
の
乱
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
応
仁
二
（
一

四
六
八
）
年
五
月
の
義
就
方
家
臣
奉
書
に
は
、
遊
佐
就
家
・
誉
田
就
康
・
遊
佐
盛
貞
・

斎
藤
宗
時
・
木
沢
助
番
の
五
車
が
連
署
し
て
お
り
、
当
時
の
義
就
方
の
中
心
メ
ン

　
　
　
　
　
　
　
に
　

バ
ー
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
文
明
七
（
一
四
七
五
）
年
に
誉
田
某
が
死
去
し
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　

き
、
「
彼
披
官
人
共
近
日
済
々
逝
去
或
遁
世
籠
居
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
被
官
人
の

死
や
隠
棲
が
相
次
い
で
義
就
方
は
衰
運
に
向
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
の
中
で
、

義
就
は
国
内
の
力
関
係
の
逆
転
を
は
か
る
た
め
に
河
内
帰
国
を
決
意
し
、
同
九
年
に

応
仁
の
乱
は
終
わ
り
を
告
げ
た
。
河
内
に
下
向
し
た
義
就
は
、
新
た
に
誉
田
屋
形
を

建
設
し
、
こ
こ
を
拠
点
に
分
国
支
配
を
強
め
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
こ
の
頃
か
ら
、
義
就
の
権
力
編
成
に
重
要
な
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。
第
一
に
、
義

就
直
属
の
馬
廻
衆
が
、
義
就
方
を
構
成
す
る
重
要
な
軍
事
力
の
一
つ
と
し
て
見
出
さ

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
義
就
が
河
内
に
入
部
し
た
と
き
の
軍
勢
は
、
馬
上
二
〇
〇
余
騎
・

具
足
二
〇
〇
〇
余
人
と
さ
れ
る
が
、
先
陣
を
勤
め
た
遊
佐
中
務
が
馬
上
二
五
騎
、
後

陣
を
固
め
た
誉
田
氏
が
馬
上
四
二
騎
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
義
就
は
馬
上
七
五
騎
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

射
手
八
0
余
人
・
楯
一
八
0
余
帖
を
従
え
て
い
る
。
文
明
十
五
年
に
義
就
方
が
北
河

内
の
犬
田
城
を
攻
め
た
と
き
に
は
、
攻
手
の
軍
兵
の
中
に
誉
田
や
遊
佐
と
並
ん
で
馬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

廻
衆
が
名
を
連
ね
て
い
る
。

　
第
二
に
、
義
就
側
近
の
奉
行
人
面
の
台
頭
で
あ
る
。
文
明
十
六
年
、
義
就
は
山
城

の
寺
社
本
所
領
の
う
ち
、
興
福
寺
・
春
日
社
・
石
清
水
八
幡
宮
領
に
つ
い
て
は
煩
い

を
加
え
な
い
こ
と
を
約
し
た
。
こ
の
と
き
義
就
の
意
を
う
け
て
山
城
国
内
の
所
務
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
レ
　

担
当
し
て
い
た
の
が
、
花
田
・
小
柳
・
豊
岡
の
三
奉
行
で
あ
る
。
．
義
就
方
に
お
い
て

は
寺
門
奉
行
の
誉
田
三
郎
左
衛
門
尉
が
興
福
寺
と
の
交
渉
窓
口
で
あ
っ
た
が
、
五
月

末
に
派
遣
さ
れ
た
興
福
寺
の
使
者
は
誉
田
が
若
江
に
在
陣
し
て
い
た
た
め
、
花
田
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

小
柳
の
両
名
を
介
し
て
義
就
に
取
り
継
ぎ
を
求
め
て
い
る
。
十
↓
月
に
も
興
福
寺
は

義
就
に
使
者
を
送
り
、
誉
田
方
よ
り
事
書
の
披
露
を
求
め
る
と
と
も
に
、
内
々
に
花

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

田
と
小
柳
を
通
じ
て
申
し
入
れ
を
お
こ
な
う
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
名
前
の
み
え
る
花
田
家
清
・
小
柳
貞
綱
・
豊
岡
慶
綱
の
三
男
の
連
署
奉
書

が
、
金
剛
寺
や
観
心
寺
に
残
さ
れ
て
お
り
、
彼
ら
は
「
河
内
三
奉
行
」
と
呼
ば
れ
て

　
　
あ
　

い
る
。
寺
門
奉
行
を
務
め
る
誉
田
氏
の
如
き
行
政
事
務
を
分
掌
し
て
公
的
支
配
を
担

う
奉
行
人
と
違
っ
て
、
彼
ら
は
義
就
に
直
接
結
び
つ
い
て
そ
の
意
志
を
支
え
る
奉
行

人
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
豊
岡
氏
は
義
就
か
ら
大
和
の
平
群
郡
に
給
恩
地
を
与
え
ら

　
　
　
　

れ
た
河
内
国
人
で
あ
り
、
花
田
氏
も
河
内
の
八
上
郡
花
田
郷
出
身
の
国
人
と
み
ら
れ

る
。
小
柳
氏
の
出
自
は
不
明
で
あ
る
が
、
同
じ
く
河
内
国
内
に
基
盤
を
も
っ
て
い
た

可
能
性
が
高
い
。

　
こ
の
よ
う
に
在
国
支
配
体
制
を
確
立
し
た
義
就
は
、
国
内
の
領
主
層
を
登
用
し
な

が
ら
自
ら
の
直
接
的
基
盤
を
固
め
、
こ
れ
を
通
じ
て
河
内
経
営
を
強
あ
て
い
っ
た
。

直
属
の
軍
隊
や
官
僚
層
を
生
み
出
し
た
と
こ
ろ
に
、
戦
国
期
の
守
護
家
の
一
つ
の
達

成
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
は
、
守
護
代
を
は
じ
め
と

す
る
旧
来
の
家
臣
た
ち
の
地
位
は
相
対
的
に
低
下
し
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
。

　
延
徳
二
（
一
四
九
〇
）
年
、
前
年
来
体
調
を
崩
し
て
い
た
義
就
は
、
年
末
に
五
四

才
で
死
去
し
た
。
義
就
の
死
は
、
畠
山
氏
権
力
の
内
部
に
新
た
な
事
態
を
生
じ
さ
せ

た
。
す
な
わ
ち
、
翌
年
二
月
、
義
就
と
個
人
的
に
結
び
つ
く
こ
と
で
台
頭
し
て
き
た

「
河
内
三
奉
行
」
の
う
ち
、
花
田
・
豊
岡
の
二
人
が
国
を
追
わ
れ
、
小
柳
荘
重
一
人

　
　
　
　
　
　
　
の
　

が
残
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
遊
佐
と
誉
田
の
所
行
と
伝
え
ら
れ
、
彼
ら
有
力
家

臣
が
奉
行
人
を
追
い
落
と
し
て
発
言
力
を
高
め
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

事
件
直
後
に
遊
佐
王
家
が
金
剛
寺
に
安
堵
状
を
発
給
し
て
お
り
、
義
就
の
子
息
次
郎

基
家
へ
の
家
督
継
承
が
整
う
ま
で
、
河
内
国
守
護
代
と
し
て
守
護
権
を
代
行
す
る
動

き
を
み
せ
た
。

　
こ
の
あ
と
基
家
は
、
将
軍
足
利
義
材
の
河
内
出
陣
に
よ
っ
て
窮
地
に
陥
っ
た
が
、

3
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明
応
の
政
変
勃
発
で
危
機
を
脱
し
た
。
と
こ
ろ
が
や
が
て
、
有
力
家
臣
で
あ
る
遊
佐

と
誉
田
の
間
で
対
立
・
抗
争
が
起
き
る
。
明
応
六
（
一
四
九
七
）
年
、
両
氏
の
知
行

す
る
在
所
の
地
下
人
ど
う
し
が
三
島
用
水
を
め
ぐ
っ
て
合
戦
に
及
ん
だ
こ
と
を
き
っ

か
け
に
、
基
家
方
を
二
分
す
る
武
力
衝
突
に
発
展
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
合
戦
は
遊

佐
氏
の
勝
利
に
終
わ
る
が
、
こ
の
機
に
乗
じ
て
政
長
流
の
畠
山
尚
順
勢
が
侵
攻
を
開

始
し
、
た
ち
ま
ち
河
内
制
圧
を
果
し
た
。
基
家
は
ま
も
な
く
反
攻
に
転
じ
た
が
、
誉

田
や
平
の
寝
返
り
に
遭
っ
て
敗
退
し
、
遊
佐
河
内
守
や
遊
佐
越
中
守
子
息
ら
、
有
力

家
臣
を
失
っ
て
し
ま
う
。
以
後
も
義
就
流
畠
山
氏
は
ふ
る
わ
ず
、
基
面
自
身
も
同
八

年
に
自
害
に
追
い
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　
皇
家
自
害
後
の
不
安
定
な
時
期
に
、
遊
佐
河
内
守
家
を
継
い
で
活
動
し
た
と
み
ら

れ
る
の
は
遊
佐
就
盛
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
百
家
の
遺
児
義
英
を
支
え
る
奉
行

人
の
活
動
が
確
認
さ
れ
る
。
文
亀
元
（
一
五
〇
一
）
年
十
二
月
、
義
英
が
観
心
寺
に

対
し
「
御
構
ノ
其
丈
」
を
賦
課
し
た
と
き
、
上
使
と
し
て
遣
わ
さ
れ
た
の
は
、
遊
佐

氏
よ
り
若
党
二
人
、
「
両
奉
行
」
（
小
柳
・
木
沢
）
よ
り
各
一
人
の
計
自
盛
で
あ
っ

　
　
お
　た

。
役
銭
徴
収
が
、
守
護
代
遊
佐
氏
ル
ー
ト
と
奉
行
人
ル
ー
ト
と
い
う
、
二
系
統
か

ら
な
さ
れ
て
い
る
点
は
大
変
興
味
深
い
。
ま
た
翌
年
五
月
、
観
心
寺
学
侶
は
古
市
郡

西
浦
の
田
地
の
安
堵
を
求
め
て
畠
山
氏
に
申
状
を
提
出
し
た
が
、
こ
の
申
状
は
一
通

が
御
屋
形
様
（
義
英
）
の
奉
行
所
、
も
う
一
通
が
遊
佐
河
内
守
の
奉
行
所
に
提
出
さ

　
　
　
　
ム
　

れ
て
い
る
。
や
は
り
、
守
護
奉
行
人
ル
ー
ト
と
守
護
代
ル
ー
ト
が
併
存
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

　
永
正
元
（
一
五
〇
四
）
年
七
月
十
八
日
、
義
英
は
観
心
寺
に
対
し
て
全
部
で
七
通

に
及
ぶ
禁
制
・
安
堵
状
・
寄
進
状
を
発
給
し
、
名
実
と
も
に
義
就
流
畠
山
氏
の
家
督

継
承
者
と
し
て
の
活
動
を
開
始
し
た
。
こ
の
と
き
同
じ
日
付
で
、
守
護
代
遊
佐
就
盛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

も
段
銭
以
下
の
課
役
免
許
状
を
発
し
て
い
る
。
こ
こ
で
年
盛
は
、
延
徳
三
年
頃
並
家

安
堵
状
と
前
守
護
代
遊
佐
就
家
の
下
知
状
を
権
利
認
定
の
根
拠
と
し
て
い
る
。
就
家

下
知
状
と
い
っ
て
も
、
実
は
基
家
安
堵
状
の
旨
に
任
せ
て
遵
行
す
べ
き
こ
と
を
小
守

護
代
に
命
じ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
就
盛
の
段
階
で
権
利
認
定
の

根
拠
と
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
は
や
は
り
大
き
い
。
矢
田
俊
文
氏
は
、
守
護
に
よ
る
権

利
付
与
の
文
書
と
守
護
代
発
給
の
文
書
と
い
う
、
二
つ
が
そ
ろ
っ
て
は
じ
め
て
権
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
保
証
さ
れ
る
時
代
が
到
来
し
た
と
評
価
し
て
い
る
。
前
述
し
た
守
護
奉
行
人
ル
ー

ト
と
守
護
代
ル
ー
ト
の
併
存
と
い
う
事
態
と
も
符
合
す
る
事
実
と
み
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
、
観
心
寺
の
権
利
を
保
証
す
る
根
本
文
書
で
あ
る
禁
制
・
安
堵
状
・
寄

進
状
な
ど
の
発
給
主
体
は
あ
く
ま
で
も
畠
山
義
英
な
の
で
あ
っ
て
、
遊
佐
氏
が
そ
れ

に
代
わ
る
権
限
を
行
使
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
守
護
の
文
書
と
守

護
代
の
文
書
は
、
同
等
の
機
能
を
果
し
た
と
は
い
い
が
た
い
。
し
か
し
、
自
害
し
た

基
家
の
跡
継
ぎ
が
幼
年
で
あ
り
、
細
川
政
元
の
後
援
を
得
て
辛
う
じ
て
政
長
流
畠
山

氏
に
対
抗
し
う
る
と
い
う
状
況
下
に
あ
っ
て
、
義
就
流
畠
山
氏
の
権
力
編
成
は
一
六

世
紀
初
頭
以
降
、
大
き
く
変
質
を
遂
げ
て
い
っ
た
。
守
護
家
と
守
護
代
家
が
そ
れ
ぞ

れ
に
奉
行
人
機
構
を
整
え
て
自
立
性
を
高
め
な
が
ら
、
両
者
が
重
層
的
に
結
合
す
る

形
で
畠
山
氏
権
力
が
維
持
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
こ
の
時
期
の
畠
山
氏
奉
行
人
に
つ
い
て
み
る
と
、
前
述
し
た
文
亀
元
年
の
時
点
で

「
両
奉
行
」
と
し
て
名
前
が
見
え
た
の
は
小
柳
・
木
沢
両
氏
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち

小
柳
貞
応
は
、
義
就
の
時
代
か
ら
「
河
内
三
奉
行
」
を
務
め
て
い
た
人
物
で
、
義
就

の
死
後
豊
岡
・
花
田
両
氏
が
追
放
さ
れ
た
あ
と
も
、
奉
行
人
と
し
て
の
地
位
を
保
持

し
て
い
た
。
貞
綱
以
後
も
、
大
永
・
享
禄
年
間
に
は
小
柳
家
綱
が
し
ぼ
し
ぼ
奉
行
人

奉
書
に
連
署
し
て
お
り
、
永
正
年
間
に
両
奉
行
人
の
一
方
を
務
め
た
康
綱
も
小
柳
氏

で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
さ
ら
に
、
天
文
末
年
に
畠
山
在
氏
・
同
軸
誠
の
も
と
で

活
動
し
た
の
は
、
木
沢
矩
秀
と
小
柳
綱
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
小
柳
氏
は
、
義
就

流
畠
山
氏
の
歴
代
を
通
じ
て
、
奉
行
人
と
し
て
の
活
動
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
小
柳
氏
と
並
ん
で
「
両
奉
行
」
の
地
位
に
あ
っ
た
木
沢
氏
は
、
一
五
世
紀

か
ら
畠
山
氏
の
被
官
人
と
し
て
名
前
の
み
え
る
一
族
で
あ
り
、
一
六
世
紀
に
入
る
と

3
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川
　
　
岡

勉

義
就
流
畠
山
氏
の
奉
行
人
と
し
て
台
頭
し
て
く
る
。
と
く
に
大
永
末
年
以
降
、
義
英

の
子
義
尭
の
時
代
に
急
速
に
勢
力
を
拡
大
す
る
の
が
木
沢
長
政
で
あ
る
。
長
政
は
、

大
永
七
（
一
五
二
七
）
年
に
遊
佐
実
家
が
京
都
の
合
戦
で
敗
れ
て
出
奔
し
た
後
、
河

内
国
守
護
代
に
就
任
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
守
護
代
を
世
襲
し
て
き
た
遊

佐
河
内
守
家
が
没
落
し
、
畠
山
氏
権
力
の
重
層
的
構
造
が
解
消
さ
れ
た
こ
と
を
意
味

す
る
。

　
長
政
の
強
大
化
の
要
因
は
、
何
よ
り
も
細
川
晴
々
と
の
緊
密
な
結
び
つ
き
に
あ
る
。

義
就
流
畠
山
氏
が
細
川
京
兆
家
に
支
え
ら
れ
て
存
続
し
て
い
た
事
情
を
背
景
に
、
長

政
は
晴
元
か
ら
個
人
的
な
信
頼
を
勝
ち
取
り
、
こ
れ
を
自
身
の
権
力
の
源
泉
と
し
て

畠
山
氏
の
権
力
秩
序
を
改
変
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
や
が
て
主
人
の
義

尭
に
背
い
て
兵
を
挙
げ
、
享
禄
五
（
一
五
三
二
）
年
に
は
一
向
一
揆
の
援
軍
を
得
て

義
尭
を
自
害
に
追
い
込
む
ま
で
に
な
る
。

　
義
尭
の
死
後
、
長
政
は
観
心
寺
に
安
堵
状
・
禁
制
な
ど
を
発
給
し
て
河
内
の
支
配

権
掌
握
を
示
し
た
が
、
ま
も
な
く
義
尭
の
弟
在
氏
を
畠
山
氏
家
督
に
擁
立
し
、
自
身

は
そ
の
守
護
代
と
し
て
河
内
経
営
を
お
こ
な
っ
た
。
天
文
六
（
一
五
三
七
）
年
十
一

月
十
三
日
、
算
氏
は
観
心
寺
に
対
し
て
禁
制
・
安
堵
状
・
寄
進
状
な
ど
七
通
の
文
書

を
発
給
し
て
家
督
継
承
者
と
し
て
の
立
場
を
明
示
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
同
じ
日
に
長

政
の
父
木
沢
浮
涯
も
観
心
寺
に
安
堵
状
を
発
給
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
「
任
御
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

々
御
判
講
書
井
長
政
一
行
」
と
い
う
文
言
が
認
め
ら
れ
る
。
畠
山
氏
家
督
に
よ
る
継

目
安
堵
と
並
ん
で
長
政
の
安
堵
状
が
権
利
認
定
の
根
拠
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
こ
の
と
き
観
心
寺
側
は
、
安
堵
を
う
け
る
に
際
し
て
畠
山
氏
権
力
の
主
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

つ
た
人
々
に
礼
銭
を
送
り
届
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
飯
盛
御
屋
形
様
」
（
在
氏
）

に
三
貫
文
、
三
人
の
「
御
屋
形
様
御
奉
行
」
（
平
英
正
・
井
口
美
濃
守
・
木
沢
中
務

丞
）
に
各
一
貫
文
、
木
沢
浮
涯
・
長
政
父
子
に
各
↓
貫
文
、
取
継
人
と
な
っ
た
窪
田

漁
利
に
二
貫
文
で
あ
る
。
守
護
奉
行
人
ル
ー
ト
が
木
沢
父
子
か
ら
自
立
す
る
形
で
維

持
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
三
奉
行
の
一
人
で
あ
る
木
沢
中
務
丞
は
実
は

長
政
の
弟
で
あ
る
。
遊
佐
河
内
守
家
に
代
わ
っ
て
守
護
代
と
な
っ
た
木
沢
氏
は
、
同

時
に
守
護
家
の
奉
行
人
機
構
に
も
基
盤
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
も
は
や
畠
山
氏

家
督
は
こ
れ
に
対
抗
す
る
力
を
持
ち
え
な
か
っ
た
。

　
そ
れ
か
ら
四
年
後
、
木
沢
長
政
は
細
川
晴
元
に
背
い
て
兵
を
挙
げ
、
翌
天
文
＝

年
三
月
に
政
長
流
畠
山
氏
の
軍
勢
と
戦
っ
て
敗
死
し
て
し
ま
う
。
長
政
の
死
は
、
義

就
流
畠
山
氏
の
衰
亡
を
も
決
定
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
牢
人
と
な
っ
た
在
氏
は
や

が
て
晴
事
に
帰
参
し
て
生
き
残
り
を
は
か
る
け
れ
ど
も
、
三
好
氏
と
結
ん
だ
政
長
流

畠
山
氏
に
圧
倒
さ
れ
て
い
っ
た
。
天
文
十
八
年
六
月
、
雀
舌
の
後
継
者
で
あ
る
尚
誠

か
ら
継
目
安
堵
を
う
け
た
観
心
寺
は
、
厳
君
に
礼
銭
二
貫
文
を
送
る
と
と
も
に
、
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

奉
行
（
小
柳
綱
・
木
沢
矩
秀
）
に
も
各
一
貫
文
を
送
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
奉
行

重
層
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
細
々
と
活
動
を
つ
づ
け
た
義
就
流
畠
山
氏
で
あ
っ
た
が
、

再
び
河
内
の
支
配
権
を
回
復
す
る
日
が
訪
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

三
　
政
長
流
畠
山
氏
に
お
け
る
守
護
代
と
奉
行
人

　
政
長
流
畠
山
氏
は
、
享
徳
三
（
一
四
五
四
）
年
の
義
就
排
斥
事
件
以
来
、
義
就
の

家
督
継
承
を
忌
避
す
る
被
官
人
た
ち
が
中
心
に
な
っ
て
擁
立
し
た
一
流
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
陰
謀
の
首
謀
者
で
あ
っ
た
神
保
父
子
・
土
肥
・
椎
名
氏
ら
が
討
死
・
没

落
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
分
裂
当
初
の
政
長
流
畠
山
氏
の
権
力
基
盤
は
強
固
な
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
義
就
流
畠
山
氏
に
対
抗
す
る
大
和
国
衆
や
細
川
氏
に
支

え
ら
れ
る
面
が
強
か
っ
た
と
い
え
る
。
合
戦
の
主
力
も
大
和
国
衆
で
あ
っ
た
し
、
長

禄
三
（
一
四
五
九
）
年
の
政
長
擁
立
も
大
和
の
成
身
院
光
宣
の
計
略
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
た
。

　
畠
山
氏
の
本
国
で
あ
る
河
内
に
お
い
て
も
、
義
就
方
に
比
べ
て
国
人
層
の
組
織
化

は
立
ち
遅
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
長
禄
四
年
の
合
戦
を
機
に
義
就
方
は

大
幅
な
勢
力
後
退
を
き
た
し
、
両
畠
山
氏
の
力
関
係
は
逆
転
す
る
。
ま
も
な
く
吉
野

3
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に
没
落
し
た
義
就
に
代
わ
っ
て
、
政
長
方
の
河
内
経
営
が
開
始
さ
れ
、
守
護
代
遊
佐

河
内
守
長
直
が
中
心
と
な
っ
て
国
内
に
勢
力
を
植
え
つ
け
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
応
仁
の
乱
中
は
、
政
長
方
が
河
内
の
主
要
部
を
押
え
て
優
位
を
示
し
た
。
京
都
の

戦
乱
が
長
引
く
中
で
、
分
国
経
営
の
重
要
性
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
認
識
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
と
、
政
長
は
「
国
成
敗
」
の
た
め
に
遊
佐
長
直
を
河
内
に
下
向
さ
せ
て
い

　
　
の
　る

。
し
か
し
、
文
明
九
（
一
四
七
七
）
年
に
義
就
が
河
内
に
帰
国
す
る
と
、
長
坐
は

国
外
逃
亡
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
お
り
、
国
内
の
力
関
係
は
再
び
逆
転
す
る
こ
と
に
な

る
。　

政
長
は
同
十
四
年
に
河
内
に
下
向
し
て
、
義
就
方
に
合
戦
を
挑
ん
だ
。
両
畠
山
氏

の
対
陣
が
長
期
化
す
る
中
で
、
明
応
二
（
一
四
九
三
）
年
に
は
、
将
軍
足
利
濃
密
が

義
就
流
畠
山
氏
を
退
治
す
る
た
め
出
陣
に
ふ
み
き
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
明
応
の
政
変

勃
発
に
よ
っ
て
義
材
は
将
軍
の
座
を
追
わ
れ
、
義
材
と
行
動
を
共
に
し
て
い
た
政
長

も
正
覚
寺
の
合
戦
で
自
害
に
追
い
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
と
き
、
守
護
代
の
遊
佐

蒔
直
を
は
じ
め
、
政
長
方
の
主
立
っ
た
家
臣
が
多
数
討
ち
死
に
し
て
い
る
。
そ
れ
か

ら
四
年
後
、
義
就
流
畠
山
氏
の
内
紛
に
も
助
け
ら
れ
て
、
政
長
の
子
座
面
が
念
願
の

河
内
制
圧
を
果
し
た
。
そ
し
て
、
永
正
・
大
永
年
間
に
は
、
細
川
高
国
と
結
ん
だ
政

長
流
畠
山
氏
が
河
内
国
内
で
優
勢
を
示
す
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
政
長
流
畠
山
氏
に
お
い
て
も
、
尚
二
期
か
ら
守
護
奉
行
人
の
活
動
が
活
発

化
し
て
い
る
。

　
こ
の
時
期
に
政
長
流
畠
山
氏
の
奉
行
人
と
し
て
活
動
し
た
人
々
に
は
、
神
保
慶

恵
・
丹
下
盛
祐
・
池
田
光
遠
・
丹
下
雨
意
・
足
代
行
忠
・
三
宅
道
三
・
曽
我
山
崇
ら

が
い
る
。
と
く
に
丹
下
落
車
は
、
守
護
代
の
文
書
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
堂
々
た
る
様
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
備
え
た
文
書
を
発
給
し
て
お
り
、
尚
順
と
そ
の
子
吉
長
の
支
配
を
支
え
た
。
こ
の

よ
う
に
、
義
就
流
畠
山
氏
よ
り
も
遅
れ
た
と
は
い
え
、
政
長
流
に
お
い
て
も
一
五
世

紀
末
以
降
、
奉
行
人
機
構
の
整
備
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
但
し
、
義
就
が
応
仁
の
乱
終
結
以
降
自
ら
河
内
に
下
向
し
て
在
地
支
配
を
強
め
て

い
っ
た
の
に
対
し
て
、
管
領
を
務
め
る
政
長
の
河
内
支
配
は
守
護
代
の
遊
佐
長
短
に

依
存
す
る
面
が
大
ぎ
か
っ
た
。
政
長
と
長
蛇
が
正
覚
寺
合
戦
で
死
去
し
た
の
ち
は
、

遊
佐
順
盛
が
虫
尽
の
河
内
経
営
を
支
え
た
。
と
く
に
、
永
正
五
（
一
五
〇
八
）
年
以

降
、
尚
順
が
在
京
し
て
幕
政
に
関
与
す
る
こ
と
が
多
く
な
る
と
、
在
地
に
対
す
る
順

盛
の
影
響
力
は
ま
す
ま
す
拡
大
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
義
就
流
畠
山
氏
が
細
川
澄

元
と
結
ん
で
蜂
起
し
た
同
八
年
七
月
に
は
、
河
内
の
守
護
権
を
代
行
し
て
「
国
之
儀
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
固
守
す
る
莚
旗
に
将
軍
義
サ
の
御
内
書
が
発
給
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
頃
か
ら
遊
佐
氏
の
被
官
・
奉
行
人
と
み
ら
れ
る
人
々
が
、
活
発
な

活
動
を
展
開
し
は
じ
め
る
。
同
九
年
五
月
、
草
部
伊
家
・
走
井
康
秀
・
田
川
重
忠
の

三
名
は
、
橘
島
亀
井
の
地
を
主
導
地
に
含
め
ず
に
真
観
寺
に
引
ぎ
渡
す
よ
う
、
苗
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

官
（
萱
振
・
吉
益
氏
）
に
命
じ
て
い
る
。
こ
の
土
地
は
当
時
係
争
地
と
な
っ
て
お
り
、

糺
明
の
結
果
、
先
年
畠
山
政
長
が
買
得
し
て
真
観
寺
に
寄
進
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
が
判
明
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
名
前
の
み
え
る
草
部
・
走
井
・
田
川
氏
や
血
振
・
吉
益
氏
は
、
い
ず
れ
も

遊
佐
氏
の
被
官
と
し
て
河
内
支
配
に
深
く
か
か
わ
っ
た
人
々
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
萱

振
・
吉
益
に
つ
い
て
は
、
両
氏
が
天
文
十
四
（
一
五
四
五
）
年
と
翌
十
五
年
に
発
給

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
　

し
た
連
署
状
が
真
観
寺
に
残
さ
れ
て
お
り
、
同
二
一
年
目
は
萱
振
氏
が
河
内
の
上
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

代
で
あ
っ
た
こ
と
も
確
認
で
き
る
。
天
文
年
間
の
史
料
に
み
え
る
「
遊
佐
内
河
内
両

　
　
　
　
　

郡
代
」
と
い
う
記
述
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
両
氏
は
永
正
年
間
以
来
、
遊
佐
氏
の
配

下
で
河
内
の
両
郡
代
を
務
め
て
い
た
と
判
断
さ
れ
よ
う
。

　
一
方
、
草
部
・
走
井
・
田
川
の
三
氏
に
つ
い
て
は
、
遊
佐
氏
の
奉
行
人
と
捉
え
る

の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
郡
代
を
務
め
て
い
た
吉
益
氏
も
や
が
て
奉
行
人
に
連
な
っ
た

も
の
と
み
ら
れ
、
天
文
末
年
に
は
金
剛
寺
や
高
安
増
給
人
中
に
宛
て
た
走
井
・
田

川
・
吉
益
氏
の
連
署
状
が
残
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
遊
佐
氏
は
配
下
の
奉

行
人
や
両
郡
代
を
駆
使
し
て
、
闘
所
地
の
管
理
、
所
務
相
論
の
裁
定
、
課
役
の
徴
収

な
ど
に
当
た
ら
せ
た
。
向
上
が
自
ら
の
被
官
に
閾
所
地
を
預
け
置
い
た
事
例
も
認
め

3
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川
　
　
岡

勉

　
　
　
サ
　

ら
れ
、
遊
佐
氏
は
在
地
を
直
接
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
立
性
を
強
め
て
い
く

の
で
あ
る
。

　
畠
山
尚
順
は
子
息
植
長
が
元
服
し
た
永
正
十
二
年
頃
よ
り
京
都
を
去
っ
て
紀
伊
に

　
　
　
　
　
　

在
国
し
た
。
河
内
の
支
配
権
は
ひ
き
つ
づ
き
守
護
代
遊
佐
順
盛
の
手
に
握
ら
れ
て
お

り
、
同
十
五
年
に
は
大
和
の
国
人
箸
尾
・
万
歳
氏
を
退
治
す
る
よ
う
命
じ
た
幕
府
奉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

書
が
遊
佐
氏
に
宛
て
て
発
給
さ
れ
て
い
る
。
同
十
七
年
八
月
、
紀
伊
の
広
城
に
い
た

語
順
が
内
心
と
合
戦
に
及
び
、
打
ち
負
け
て
逃
亡
す
る
と
い
う
事
件
が
起
き
る
。
こ

れ
は
尚
順
の
支
配
に
不
満
を
も
つ
紀
伊
の
国
人
が
遊
佐
順
盛
と
示
し
合
わ
せ
て
語
順

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
追
放
し
た
も
の
と
み
ら
れ
、
植
長
の
弟
が
広
城
に
入
っ
た
。
働
盛
の
影
響
力
は
河

内
ば
か
り
で
な
く
紀
伊
に
ま
で
及
ん
で
お
り
、
植
長
を
擁
し
て
畠
山
氏
権
力
の
実
権

を
握
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

　
大
永
末
年
以
降
、
細
川
晴
元
の
後
押
し
を
う
け
た
義
就
流
畠
山
氏
が
攻
勢
に
出
る

中
で
、
天
文
三
（
一
五
三
四
）
年
、
政
長
流
畠
山
氏
の
側
で
は
遊
佐
順
盛
の
子
器
教

が
当
主
植
長
を
廃
し
て
紀
伊
に
追
放
し
、
弟
長
田
を
後
継
者
に
擁
立
す
る
と
い
う
事

件
が
起
き
る
。
こ
の
あ
と
も
畠
山
氏
の
家
督
は
変
転
を
重
ね
て
お
り
、
同
五
年
以
降

は
畠
山
晴
熈
が
高
屋
城
に
拠
り
、
同
七
年
に
は
晴
熈
に
代
わ
っ
て
高
屋
に
入
城
し
た

畠
山
弥
九
郎
が
家
督
を
承
認
さ
れ
て
い
る
。
家
臣
た
ち
の
支
持
を
失
っ
た
青
麻
は
、

同
十
年
に
至
っ
て
毒
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
、
翌
十
一
年
に
弥
九
郎
が
高
屋
城

を
出
奔
す
る
と
、
遊
佐
氏
ら
は
紀
伊
の
植
長
を
再
び
当
主
に
迎
え
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
政
長
流
畠
山
氏
に
お
い
て
は
、
当
主
が
在
京
し
て
幕
政
に
関
与
す

る
機
会
が
多
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
政
長
期
の
遊
佐
長
直
以
来
、
分
国
支
配
に
関
し

て
は
守
護
代
遊
佐
河
内
漁
家
に
依
存
す
る
面
が
大
き
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
家
督
の

地
位
を
頗
る
不
安
定
な
も
の
に
し
て
い
き
、
紀
伊
国
人
と
示
し
合
わ
せ
て
尚
順
を
紀

伊
か
ら
追
い
落
と
し
た
順
盛
や
、
植
長
を
河
内
か
ら
追
放
し
た
正
教
な
ど
、
遊
佐
河

内
守
家
は
畠
山
氏
を
脅
か
す
ほ
ど
の
勢
威
を
振
る
う
の
で
あ
る
。
天
文
六
年
に
遊
佐

長
教
が
金
剛
寺
領
を
安
堵
し
た
と
き
も
、
畠
山
氏
の
判
物
の
み
な
ら
ず
父
山
盛
の
証

状
を
権
利
認
定
の
根
拠
に
し
て
お
り
、
在
地
支
配
に
関
す
る
遊
佐
氏
の
権
限
は
畠
山

氏
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
高
ま
り
を
み
せ
て
い
っ
た
。

　
と
は
い
え
、
以
上
の
如
き
強
大
な
権
限
を
ふ
る
っ
た
遊
佐
氏
も
、
守
護
畠
山
氏
に

取
っ
て
代
わ
ろ
う
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
大
永
七
（
一
五
二
七
）
年
六
月
の

高
野
山
金
剛
峯
寺
面
明
院
来
迎
堂
修
理
勧
進
帳
に
は
、
畠
山
一
族
に
つ
づ
い
て
遊
佐

順
盛
を
筆
頭
と
す
る
十
二
名
の
人
々
が
連
署
し
て
お
り
、
守
護
権
力
の
内
部
で
家
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
　

秩
序
が
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
十
二
名
の
中

に
は
、
丹
下
・
三
宅
・
池
田
・
足
代
ら
の
守
護
神
行
人
層
に
混
じ
っ
て
、
草
部
伊
家
・

走
井
四
郎
兵
衛
尉
な
ど
遊
佐
氏
の
奉
行
人
と
み
ら
れ
る
者
が
含
ま
れ
て
い
る
。
畠
山

氏
権
力
の
内
部
で
遊
佐
氏
の
被
官
人
が
台
頭
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

　
畠
山
植
長
の
河
内
帰
国
後
は
、
守
護
代
遊
佐
長
教
と
そ
の
配
下
の
走
井
盛
秀
、
守

護
奉
行
人
系
列
の
丹
下
盛
賢
や
平
盛
知
・
斎
藤
四
郎
右
衛
門
尉
ら
が
、
畠
山
氏
権
力

の
中
枢
を
構
成
し
て
い
た
。
天
文
一
四
（
一
五
四
五
）
年
に
植
長
と
老
臣
丹
下
盛
賢

が
相
つ
い
で
亡
く
な
る
と
、
畠
山
氏
の
後
継
者
が
な
か
な
か
決
ま
ら
な
い
中
で
、
遊

佐
長
野
の
も
と
に
ま
す
ま
す
権
力
が
集
中
し
て
い
っ
た
。
前
述
の
田
川
・
走
井
・
草

部
・
吉
益
・
昼
下
氏
を
は
じ
め
、
行
松
・
菱
木
・
由
上
・
愚
智
・
安
見
氏
ら
、
遊
佐

氏
被
官
と
み
ら
れ
る
者
た
ち
が
、
一
段
と
活
発
化
な
活
動
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

彼
ら
は
課
役
の
賦
課
・
免
除
、
相
論
の
裁
定
、
百
姓
の
統
制
な
ど
、
在
地
を
直
接
的

に
秩
序
づ
け
る
役
割
を
担
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
遊
佐
氏
の
被
官
人
が
台
頭
す
る
に
つ
れ
て
、
遊
佐
氏
自
身
も
彼
ら
の

統
制
に
腐
心
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
『
天
文
日
記
』
天
文
五
（
一
五
三
六
）
年
七

月
二
三
日
条
に
よ
れ
ぽ
、
本
願
寺
に
音
信
を
寄
せ
た
遊
佐
長
教
は
、
伽
藍
盛
の
時
と

同
様
の
親
交
を
求
め
、
法
主
自
画
の
一
筆
を
所
望
し
て
こ
れ
を
内
者
に
見
せ
た
い
と

述
べ
て
い
る
。
本
願
寺
法
主
と
の
交
信
に
よ
り
自
身
を
権
威
づ
け
、
被
官
人
の
統
制

を
は
か
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
同
』
天
文
七
年
二
月
六
・
八
日
条
で
は
、
本

願
寺
門
徒
の
河
内
竜
前
の
許
可
を
求
め
ら
れ
た
仁
恵
が
、
年
寄
共
に
尋
ね
た
上
で
返

3
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事
を
与
え
る
旨
を
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
年
寄
と
は
遊
佐
氏
の
重
臣
を
指
す
も

の
と
思
わ
れ
（
菱
木
孫
左
衛
門
を
遊
佐
氏
の
内
で
三
番
目
の
年
寄
と
す
る
記
述
が
認

　
　
　
　
　
れ
　

め
ら
れ
る
）
、
被
官
人
が
発
言
力
を
高
め
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
天
文
二
〇
（
一
五
五
一
）
年
五
月
、
長
息
が
上
郡
代
の
萱
振
氏
の
手
に
か
か
っ
て

暗
殺
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
き
る
。
萱
振
氏
は
長
教
を
殺
害
し
て
河
内
の
支
配
権

を
奪
取
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
あ
と
萱
振
氏
は
下
郡
代
の

安
見
宗
房
と
対
立
を
深
め
、
翌
年
二
月
に
な
っ
て
、
萱
振
一
族
や
こ
れ
に
同
心
す
る

野
尻
・
中
小
路
氏
ら
は
、
宗
房
に
よ
っ
て
粛
清
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
若
江
郡
萱
振
を
本
拠
地
と
す
る
萱
平
氏
は
、
「
米
銭
以
下
充
満
シ
亡
国
ニ
チ
ハ
随

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

分
ノ
果
報
者
ニ
テ
ア
リ
ケ
ル
」
と
表
現
さ
れ
る
ほ
ど
の
経
済
面
を
誇
り
、
永
正
年
間

以
来
遊
佐
氏
か
ら
上
郡
代
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
一
族
で
あ
る
。
一
方
の
安
見
宗
房
は
、

錦
部
郡
に
い
た
彼
方
氏
の
中
間
か
ら
身
を
起
こ
し
、
長
教
に
鑓
の
名
手
と
し
て
目
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぢ

か
け
ら
れ
て
急
速
に
台
頭
し
て
き
た
人
物
で
あ
る
。
戦
国
期
の
遊
佐
氏
は
、
彼
ら
在

地
の
小
領
主
・
地
侍
層
を
積
極
的
に
組
織
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
強
大
な
権
力
を

獲
得
し
た
の
で
あ
る
が
、
い
ま
や
遊
佐
氏
自
身
が
彼
ら
に
よ
っ
て
権
力
を
脅
か
さ
れ

る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
両
氏
の
家
格
は
、
守
護
畠
山
氏
・
守
護
代
遊
佐
氏
は
も
と
よ
り
、
守
護
奉
行
人
丹

下
氏
や
守
護
代
奉
行
人
走
井
氏
な
ど
よ
り
も
低
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
よ
り
在
地
に
密
着
し
た
彼
ら
郡
代
ク
ラ
ス
の
手
に
河
内
支
配
の
実
権
が
下
降

し
て
い
く
現
象
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
但
し
、
一
連
の
事
件
の
後
も
、
守
護
畠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
事
や
守
護
代
遊
佐
氏
の
地
位
が
否
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
萱
振
一
族
の
粛
清

後
ま
も
な
く
、
畠
山
高
政
が
守
護
家
督
に
就
任
し
、
遊
佐
太
藤
が
そ
の
守
護
代
を
務

　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

め
て
い
る
よ
う
に
、
守
護
家
－
守
護
代
家
の
家
格
は
こ
れ
以
後
も
存
続
し
て
お
り
、

そ
の
内
部
で
河
内
支
配
の
実
権
が
下
降
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
室
町
期
か
ら
戦
国
期
に
か
け
て
、
両
点
山
号
の
権
力
編
成
の
変
遷
を
た
ど
っ
て
く

る
と
、
互
い
の
共
通
点
と
相
違
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
室
町
期
に
あ
っ
て
は
、

畠
山
氏
は
室
町
幕
府
－
守
護
体
制
の
中
枢
に
地
位
を
占
め
、
そ
れ
を
背
景
と
す
る
こ

と
で
分
国
支
配
を
実
現
さ
せ
て
い
た
。
京
都
に
お
け
る
管
領
畠
山
氏
の
活
動
を
支
え

て
い
た
有
力
家
臣
た
ち
は
、
同
時
に
各
分
国
の
守
護
代
と
な
り
、
自
己
の
被
官
を
小

守
護
代
や
郡
代
に
任
用
し
て
現
地
の
行
政
に
当
た
ら
せ
た
。
河
内
国
内
の
領
主
層
が

分
国
支
配
に
登
用
さ
れ
る
ケ
ー
ス
は
多
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
五
世
紀
半
ぽ
に
両
畠
山
氏
の
分
裂
・
抗
争
が
始
ま
る
と
、
双
方
と
も
に
軍
事
力

の
増
強
、
権
力
編
成
の
強
化
を
求
め
ら
れ
、
室
町
期
の
権
力
編
成
か
ら
の
脱
皮
が
迫

ら
れ
た
。
と
く
に
義
就
流
畠
山
氏
は
、
幕
府
一
守
護
体
制
の
枠
組
か
ら
い
ち
は
や
く

離
脱
し
て
、
自
力
で
河
内
経
営
を
展
開
す
る
立
場
に
立
た
さ
れ
た
。
応
仁
の
乱
の
終

結
後
に
河
内
に
下
向
し
た
義
就
は
、
自
ら
在
国
し
て
分
国
支
配
に
専
念
し
、
河
内
出

身
者
を
奉
行
人
に
組
織
し
て
行
政
機
能
を
担
当
さ
せ
た
。
守
護
代
を
世
襲
す
る
遊
佐

河
内
守
家
も
、
こ
れ
に
対
抗
し
て
独
自
に
奉
行
人
制
を
整
備
し
て
お
り
、
守
護
奉
行

人
ル
ー
ト
と
守
護
代
ル
ー
ト
が
併
存
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
在
地
性
を
深
化
さ
せ

て
い
く
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
一
六
世
紀
初
頭
以
降
、
細
川
高
国
と
結
び
つ
い
た
政
長
流
畠
山
氏
が
河

内
を
制
圧
し
、
義
就
流
を
圧
倒
し
て
い
く
。
守
護
代
遊
佐
河
内
守
家
が
国
内
基
盤
を

失
っ
て
弱
体
化
す
る
中
で
、
義
就
流
畠
山
氏
は
専
ら
奉
行
人
層
に
支
え
ら
れ
る
形
で

河
内
支
配
の
回
復
を
は
か
っ
た
。
と
く
に
奉
行
人
層
の
中
か
ら
台
頭
し
た
木
沢
長
政

は
、
細
川
晴
元
と
結
び
つ
く
こ
と
で
強
大
化
し
、
畠
山
氏
当
主
を
自
害
に
追
い
込
む

ま
で
に
な
る
。
し
か
し
、
細
川
政
権
の
内
部
抗
争
の
中
で
長
政
が
失
脚
し
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
長
政
に
支
え
ら
れ
て
い
た
義
就
流
畠
山
氏
自
体
が
衰
退
に
向
か
う
の
で
あ

る
。

3
7

河
内
国
守
護
畠
山
氏
に
お
け
る
守
護
代
と
奉
行
人
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こ
れ
に
対
し
て
、
応
仁
の
乱
を
は
さ
ん
で
幕
府
－
守
護
体
制
の
一
翼
を
担
い
、
在

京
し
て
幕
政
に
関
与
す
る
こ
と
の
多
か
っ
た
政
長
流
畠
山
氏
に
お
い
て
は
、
分
国
支

配
は
守
護
代
遊
佐
河
内
守
に
依
存
す
る
面
が
大
き
か
っ
た
。
逆
に
い
え
ぽ
、
守
護
奉

行
人
な
ど
独
自
の
権
力
基
盤
を
確
立
す
る
面
が
立
ち
遅
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

畠
山
尚
順
が
紀
伊
か
ら
追
放
さ
れ
、
畠
山
虚
礼
も
河
内
か
ら
追
放
さ
れ
た
よ
う
に
、

家
督
継
承
者
の
地
位
は
頗
る
不
安
定
で
あ
り
、
河
内
支
配
の
実
権
は
一
貫
し
て
遊
佐

氏
に
握
ら
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
と
く
に
一
六
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
は
、
小
領
主
・

地
侍
層
の
成
長
が
顕
著
で
あ
り
、
遊
佐
氏
は
彼
ら
を
積
極
的
に
登
用
し
て
下
級
行
政

機
構
に
包
摂
す
る
形
で
自
立
性
を
強
め
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
や
が
て
守
護
代
自
身

も
在
地
か
ら
浮
き
上
が
る
傾
向
を
辿
り
、
一
六
世
紀
半
ば
に
は
遊
佐
長
教
が
暗
殺
さ

れ
る
事
態
を
招
く
の
で
あ
る
。

　
両
畠
山
氏
の
権
力
編
成
の
変
遷
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
室
町
期
か
ら
戦
国
期
へ
の

移
行
に
あ
た
っ
て
、
守
護
権
力
の
対
応
に
は
大
き
く
二
つ
の
方
向
が
あ
り
え
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
。
守
護
家
督
が
奉
行
人
層
を
駆
使
し
て
分
国
支
配
を
主
導
す
る
か
、

守
護
代
家
に
依
存
す
る
面
を
強
め
て
い
く
か
、
の
一
一
コ
ー
ス
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ

と
共
通
す
る
動
き
は
、
他
の
守
護
権
力
に
あ
っ
て
も
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
例
え
ば
、
応
仁
の
乱
を
は
さ
ん
で
勢
力
を
伸
長
さ
せ
、
戦
国
期
の
守
護
権
力
へ

と
脱
皮
を
遂
げ
て
い
っ
た
近
江
の
六
角
氏
の
場
合
、
領
国
支
配
文
書
か
ら
は
六
角
氏

－
守
護
代
伊
庭
氏
、
六
角
氏
－
奉
行
人
と
い
う
、
二
つ
の
支
配
系
統
の
並
存
が
読
み

　
　
　
　
　
　
ガ
　

取
れ
る
と
い
う
。
伊
庭
氏
が
幕
府
と
直
接
結
び
つ
き
な
が
ら
強
大
化
し
て
独
自
に
罪

状
を
発
給
す
る
よ
う
に
な
る
一
方
、
六
角
氏
奉
行
人
奉
書
も
機
能
や
効
力
を
拡
大
さ

せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
伊
庭
氏
は
文
亀
二
（
一
五
〇
二
）
年
と
永
正
一

一
（
一
五
一
四
）
年
の
二
度
に
わ
た
っ
て
反
乱
を
起
こ
し
て
没
落
し
、
以
後
は
六
角

氏
－
奉
行
人
の
系
統
が
領
国
支
配
機
構
の
中
枢
を
占
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
戦
国
期
守
護
権
力
に
お
い
て
二
つ
の
方
向
が
ど
の
よ
う
な
形
で
現
れ
る
か
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
守
護
権
力
の
置
か
れ
て
い
た
政
治
的
立
場
と
深
く
関
連
し
て
い
る
。
両
畠

山
氏
の
場
合
、
守
護
奉
行
責
了
の
整
備
と
守
護
代
の
自
立
化
を
と
も
に
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
が
、
と
く
に
義
就
流
に
お
い
て
は
奉
行
人
に
支
え
ら
れ
る
面
が
強
く
、

こ
れ
に
対
し
政
長
流
で
は
守
護
代
の
自
立
性
が
顕
著
で
あ
る
。
こ
の
差
異
は
、
両
畠

山
氏
の
歴
史
的
歩
み
の
相
違
、
と
く
に
室
町
幕
府
－
守
護
体
制
と
の
か
か
わ
り
方
の

違
い
が
、
大
き
な
要
因
を
な
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
畿
内
近
国
に
お
け
る
戦
国
期

社
会
へ
の
展
開
プ
ロ
セ
ス
が
、
両
畠
山
氏
の
権
力
編
成
に
も
色
濃
く
影
を
落
と
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
戦
国
期
の
守
護
権
力
を
論
じ
る
と
き
、
二
つ
の
方
向
が
ど
の
よ
う

に
関
わ
り
合
っ
て
各
権
力
の
内
部
構
造
を
特
質
づ
け
て
い
く
の
か
、
そ
れ
を
戦
国
期

の
幕
府
－
守
護
体
制
と
関
連
づ
け
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
守
護
権
力
に
即
し
て
分
析

し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
戦
国
期
の
深
ま
り
と
と
も
に
守
護
も
守
護
代
も
次
第
に
在
地
か

ら
浮
き
上
が
り
、
よ
り
在
地
に
密
着
し
た
権
力
が
分
国
支
配
の
実
権
を
掌
握
す
る
傾

向
が
強
ま
っ
て
い
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
で
も
な
お
守
護
－
守
護
代
の
家
格
は

根
強
く
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
注
目
さ
れ
る
。
守
護
家
の
代
替
お
り

に
際
し
て
、
将
軍
家
が
こ
れ
を
安
堵
し
つ
づ
け
、
在
地
寺
院
な
ど
が
新
守
護
に
よ
る

継
目
安
堵
を
求
め
る
動
き
も
根
強
い
。
分
国
支
配
の
実
権
が
ど
ん
な
に
下
降
し
て
も
、

守
護
は
守
護
代
に
擁
立
さ
れ
、
守
護
代
は
そ
の
被
官
人
に
擁
立
さ
れ
る
と
い
う
構
造

自
体
は
容
易
に
廃
棄
さ
れ
な
か
っ
た
。
分
国
支
配
権
を
国
政
上
で
公
認
さ
れ
て
い
た

の
は
あ
く
ま
で
も
守
護
家
な
の
で
あ
り
、
戦
国
期
の
公
権
は
家
格
と
密
着
し
な
が
ら

な
お
存
続
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
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